
 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時等の遺体火葬の相互応援に関する  

中部９県覚書の締結について  
 

災害の発生時等における遺体の火葬に関して、中部９県の担当部局間において、広域応援を迅

速かつ円滑に実施することを目的として、本日付けで、「中部９県災害時等の火葬の相互応援に関

する覚書」を締結しました。 

 

記 

 

１ 締結県 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県 

 

２ 経 緯 東日本大震災のような大規模な災害が発生した場合には、県内の火葬能力を著しく超

過し、他県へ火葬の応援協力要請が不可欠となることから、中部９県の担当部局間にお

いて、県域を越えた火葬の相互応援を行う具体的な方法について検討し、締結に至った

ものです。 

 

３ 内 容 覚書では、次のとおり、応援協力の内容及び応援要請等に関する具体的な手続方法を

定めています（全文は裏面参照）。 

(1) 要請を受けた遺体の火葬に関する調整 

(2) 火葬業務に必要な物資等の提供及び斡旋に関する調整 

(3) 火葬業務に係る人員の派遣に関する調整 

 

４ 締結日 平成２６年３月２８日（金） ※締結式は行いません。 
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